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い点がある。リスクとなる特許権等がないということを証明することは、正に「悪魔の証明」である。ここで、侵
害予防調査を行ったとしても、リスクを 0％にすることは原理的に不可能であることに留意しなければならない。
調査で発見することができるのは、公開情報のみであるため、出願後未公開の特許出願は検索してもヒットしな
い。また、製品等における全ての実施行為について想定し得る特許権等を網羅的に調査するには、膨大なコスト

（費用と時間）が必要となるため、現実的には不可能である。
　対象となる製品等についてビジネスの重要性と規模、想定されるリスク、必要となるコスト、損害賠償額や差し
止めを受けた場合のダメージ、信用の棄損、刑事責任の問題などの要素を総合的に検討し、費やすことが可能なコ
ストの制限内で最大限の調査を行うことがポイントとなる。
　図 6 にしめすように、低カバー率であり、明らかに調査対象の件数が少ない場合（例えば、数十～100 件）には、
調査の信頼性を担保することは難しく、コンプライアンスの観点からも好ましくはない。高カバー率（数千～数万
件）である場合、必要なコストが膨大なものとなり、コストパフォーマンスで劣り、生産性も低く、見逃しが生じ
るリスクも高くなる。

図 6　侵害予防調査におけるカバー率

　1 件の特許権等が非常に大きな力を持つ分野（例えば、医薬品）において調査を行う場合や、製品等の重要度が
極めて高くリスクを可能な限り低くしたい場合には、高カバー率となるまで調査を行う必要があるかもしれない
が、一般的な侵害予防調査では、コストとカバー率のバランスが取れた調査設計をすることが基本となるであろ
う。侵害予防調査の設計においては、調査観点を適切に設定した上で、再現率（どれだけ網羅的な検索ができたか
を表す指標）と適合率（どれだけノイズが少ない検索ができたかを表す指標）の両方を効果的に向上させた網羅的
でノイズの少ない、小集合を多く足し合わせた検索式を作成することになる。

　3.4　必要なスキル
　侵害予防調査で必要とされるスキルは多岐に亘る。特許分類やキーワードといった検索キーの選定、漏れがなく
効率的な検索式の作成といった調査スキルが必要なことは言うまでもない。しかし、どれだけ調査スキルが高くて
も、ヒアリングを通じたリスクの想定、実施行為の特定、権利範囲の想定などの調査の準備段階がしっかりしてい
ないと、侵害予防調査の成功はない。この準備段階では、発明の発掘やクレームの作成業務を行い、発明品からク
レームが生まれる過程を経験したり、ある特許権の権利範囲に被疑侵害品が属するか否かの検討をしたりしている
弁理士が関与することが好ましいであろう。
　そして、検索でヒットした母集団に含まれる、数多くの特許公報を読み込む際には、1 件 1 件慎重に、かつ効率
よくスクリーニングする必要がある。このとき、権利書面としての特許公報をオールエレメントルール、文言解釈
といった侵害判断のスキルも必要となる。
　このようなスキルを 1 人の調査担当者が全て兼ね備えることは一般的には難しいため、企業の技術者や知財担当
者と、調査担当者と、弁理士とが協働して、それぞれのスキルや長所を活かして侵害予防調査を実施することが必
要となるであろう。このとき、弁理士が、調査のことは専門ではないとして調査担当者に調査を一任するのではな
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く、侵害予防調査について理解をした上で、調査の設計や結果の評価に積極的に携わることが望ましいと筆者は考
えている。

4.侵害予防調査の検索式
　4.1　再現率と適合率
　情報調査における検索式の指標として、情報全体から調査目的に適合する情報を拾い出すことができた割合であ
る再現率と、拾い出した情報中に調査目的に適合する情報が存在する割合である適合率がある（3）（4）（5）。
　侵害予防調査は、侵害のリスクがある特許権等を 1 つでも見つければよいというものではない。適切に実施技術
を特定した上で調査範囲を設定して、対象となる製品等が侵害し得る特許権等を、1 つも漏らさずに全て見つける
必要がある。したがって、ノイズを減らすことよりも漏れなく網羅的に（つまり、再現率を重視して）調査を行う
ことが優先される（6）。
　なお、調査には相応のコストが必要となるため、再現率が高く、網羅的であることは重要ではあるものの、必要
な情報を適切にピックアップすること（つまり、効率的であること）も念頭に置いて、適合率とのバランスをとる
ことも重要となる。
　調査対象となる発明を多面的に把握して、特許分類とキーワードを併用しつつ、複数の小集合を作成すること
で、再現率と適合率の両方が高い、効率的かつ漏れのない検索式を作成することが求められる。

　4.2　オールエレメントルール
　ある実施行為が、特許発明に該当するか否かは、特許請求の範囲の記載に基づいて判断される（特許法第 70 条
第 1 項）（7）。第三者が実施している製品等が、特許権の各請求項が備える構成要件を全て充足する場合は、直接侵
害となり、構成要件を 1 つでも充足しない場合は、原則として特許権の侵害にはならない（文言非侵害）。
　例えば、ある独立請求項が構成要件 A、B、C の 3 つの構成要件を備えている場合、製品等が構成要件 A、B、
C に該当する構成を全て備えていれば特許権の侵害となるが、構成要件 A と B しか備えておらず構成要件 C をい
なければ、原則として特許権の侵害（直接侵害）とはならない。また、製品等が構成要件 A、B、C の 3 つの構成
要件に該当する構成を備えている限りにおいては、請求項に記載の無い構成要件 D を更に備えていたとしても、
特許権の侵害となる。
　このような、ある製品等が、特許請求の範囲の請求項が備える全ての構成要件の充足・非充足をもって特許侵害
の成否を判断する考え方は、オールエレメントルール（権利一体の原則）と呼ばれている（図 7）。

図 7　特許権侵害の判断方法

　具体的には、以下の手順で特許権侵害の成否を判断する。
　①特許請求の範囲（請求項）に記載された発明を各構成要件 A、B、C に分説（分節）する。
　②対象物となる製品等から、①の各構成要件に対応する要素 a1、b1、c1 を抽出する。
　③上記①の構成要件と、②の要素を対比する（構成要件 A、B、C を要素 a1、b1、c1 とそれぞれ対比する）。
　④対比の結果、全ての構成要件において一致する場合（A ＝ a1、B ＝ b1、C ＝ c1）には、文言侵害と判断される。
　⑤対比の結果、一部の構成要件で異なる部分がある場合（A ＝ a2、C ＝ c2 であるが、B ≠ b2）には、原則とし
て非侵害となる。なお、直接侵害を誘発する可能性が高い行為は、「間接侵害」となる場合があるし、均等論が適
用される場合には、文言上は非侵害であったとしても、例外的に特許権の侵害となる場合がある点に留意が必要で
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ある。
　検索式の作成において非常に重要な考え方となるが、このオールエレメントルールに基づけば、ある請求項が備
える構成要件の数が多ければ、権利範囲が狭くなることになり、構成要件の数が少なければ、権利範囲は広く
なる。

　4.3　検索式のポイント
　（1）　検索式作成の基本的な考え方
　まず、侵害予防調査における検索式の基本原則は、広く漏れがない網羅的な検索式であること、つまり、再現率
を重視することである（図 9）。再現率を重視する理由としては、1 件でもリスクとなる特許権等が調査範囲から漏
れてしまうと、リスクの把握という調査の目的を達成できないためである。したがって、キーワード（KW）を用
いたテキスト検索よりも IPC（国際特許分類）、FI や F ターム（FT）などの特許分類を用いた分類検索を優先し
つつ併用する（8）。キーワードで拾うことができない記載や概念について、特許分類を用いることで検索漏れを防止
できる。

図 9　検索式作成の基本原則

　しかし、特許分類は、対象となる文献に付与されていないと、検索してもヒットしない。したがって、特許分類
付与の漏れやブレを考慮して適切な情報のみを抽出することも大切である。つまり、適合率も重視しなければなら
ない。このとき、特許分類を用いずに、キーワードのみで絞り込んだ小集合も作成して必要な情報を効率よく抽出
するとよいであろう。同義語や類義語を網羅してカバーしつつ、適切にキーワードを選択することで、ノイズを抑
えるようにバランスを取る。

図 10　分類付与の漏れやブレを考慮

　そして、再現率と適合率のバランスを考慮しつつ、リスクに応じて広狭を調整する。具体的には、リスクが高い
ことが想定される実施行為（観点）については、特許分類を中心に小集合を作成し、比較的リスクが低いことが想
定される実施行為については、キーワードで絞り込みを行うという調整をするとよい。
　このとき、検索キーとして用いる特許分類とキーワードについてもリスクの高低に応じて広狭（上位概念と下位
概念）を適宜調整する。
　適切にリスクを評価せずに、検索範囲を闇雲に拡張してしまうと、生産性が低下するだけではなく、見落としの
可能性も増え、米国等においては故意侵害のリスクも発生し得るため、注意が必要である。

図 8　オールエレメントルールの適用例
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図 15　調査対象の明確化

　今回の製品のポイントを一文で表現すると、「トマトジュースの製造方法に関して、袋にトマトを入れて滴らせ
て抽出することで、透明である」といった例が想定される。

　5.2　予備検索
　調査対象を一言で表現した特徴に基づいて予備検索を行う（12）。予備検索を J-PlatPat の論理式入力で行った一例
を以下の図 16 に示す。この例では、要約（AB）又は請求の範囲（CL）又は発明の名称（TI）を検索項目に指定
して、キーワードとして「トマトジュース」と「透明」の両方を含むものを検索している。

図 16　予備検索の実行

　予備検索の結果、7 件の特許出願がヒットした（図 17）。



侵害予防調査についての一考察

Vol. 77　No. 2 － 93 － パテント 2024

図 17　予備検索の結果

　5.3　特許分類とキーワードの選定
　予備検索でヒットした文献の集合に含まれる文献の内容を確認すると、透明なトマトジュースに関する文献が
ヒットしていることがわかる。これらの文献に付与されている特許分類（FI や F ターム）、キーワードを確認す
る。また、詳細は参考文献（13）に示されているが、J-PlatPat の分類コードランキングや J-GLOBAL で特許分類を
ランキング表示させ、特許・実用新案分類照会（PMGS）で特許分類を確認するなどして、特許分類を検討する。
キーワードについては、J-GLOBAL で確認したり、JST シソーラスマップや検索エンジンを用いて同義語や類義
語を調べたりすればよい。
　今回の製品に関連する FI として、A23L2/00（非アルコール性飲料）の下位に A23L2/02@F（・トマト）があ
る。また、この FI に対応する F タームのテーマコードは 4B117（非アルコール性飲料）である。
　特許分類とキーワードの選定に際しては、その分類やキーワードの上位概念は何であるのかを確認する。例え
ば、A23L2/02@F（・トマト）の上位には、A23L2/02（・果実または野菜ジュースを含有するもの）があるが、
侵害予防の観点からは「トマト」に限定するとその上位概念である「野菜」についての FI のみが付与されている
ものが漏れてしまうため注意が必要となる。同様に「トマト」のキーワードのみを用いると「野菜」のキーワード
しか記載されていない文献が漏れてしまう可能性がある。
　そして、技術分野としては、トマトジュース（物）及びその製造方法が、重要な要素技術としては、抽出工程
が、特徴としては、透明であることが一例として挙げられる。このような各要素について、特許分類とキーワード
をまとめたのが以下の図 18 である。
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点を重視して（再現率重視）、掛け合わせる観点を少なくしてリスクを検討する。そして、侵害予防調査では、小
集合の数を多くして、それら小集合を足し合わせることで、想定される製品等が含まれうる特許権等を包み込むよ
うに囲むイメージで検索式を作成するとよい。

図 20　侵害予防調査と先行技術調査の検索式

　（2）　侵害予防調査における検索式作成の原則
　侵害予防調査における検索式作成の “原則”（つまり、例外もある）について、先行技術調査との違い、オール
エレメントルールを踏まえると、以下の事項が例示されるであろう（図 21）。なお、以下の説明では、特許分類や
キーワードについて、J-PlatPat の論理式入力の形式で記載をしている。

図 21　侵害予防調査における検索式作成の原則

　①ピッタリの特許分類があれば優先して使うことが原則である。例えば、「トマトジュース」について、特許分
類としてピッタリな A23L2/02@F ／ FI（・トマト）と 4B117LG09 ／ FT（…トマト）が存在している（図 18）。
したがって、階層が上位の特許分類である A23L2/02 ／ FI（果実または野菜ジュースを含有するもの）や
4B117LG08 ／ FT（…野菜汁として含むもの）を使う前に、ピンポイントでトマトジュースを指定する特許分類

（FI と F ターム）を優先して用いるとよい。
　②特許分類をキーワードよりも優先することが原則である。適切な特許分類がある場合にはキーワードよりも優
先するとよい。テキストを用いたキーワード検索は、類義語や同義語を網羅しなければ検索漏れが生じる可能性が
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